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肢体不自由のある幼児児童生徒への心理面に関する合理的配慮の検討 

―インクルーシブ教育システム構築支援データベースの実践事例の検討を通して― 
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Ⅰ．はじめに 

 

2006 年に国連総会にて採択された障害者の権利に関する条約（以下，障害者権利条約と

略記）について，我が国は 2007 年に署名し，その後，批准に向けた国内法整備等が行われ

た．教育分野においては，インクルーシブ教育システムについての検討がなされ，その検

討結果として，2012 年，中央教育審議会初等中等教育分科会は，「共生社会の形成に向け

たインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（以下，中教審

報告と略記）を公表した．  

障害者権利条約の中で示された重要な概念の 1 つは「合理的配慮」である．中教審報告

では，障害者権利条約での合理的配慮について，教育分野における基礎的環境整備と合理

的配慮という二つの考え方で説明された．本報告において，合理的配慮は，障害のある子

どもが，他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために，

学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことである，とされた．また，

障害のある子どもに対し，その状況に応じて，学校教育を受ける場合に個別に必要とされ

るものであり，学校の設置者及び学校に対して，体制面，財政面において，均衡を失した

又は過度の負担を課さないもの，とされた．  

また，基礎的環境整備についての説明，及び合理的配慮との関係については，次のよう

に記された．  

「障害のある子どもに対する支援については，法令に基づき又は財政措置により，国は

全国規模で，都道府県は各都道府県内で，市町村は各市町村内で，教育環境の整備をそれ

ぞれ行う．これらは，『合理的配慮』の基礎となる環境整備であり，それを『基礎的環境整

備』と呼ぶこととする．これらの環境整備は，その整備の状況により異なるところではあ

るが，これらを基に，設置者及び学校が，各学校において，障害のある子どもに対し，そ

の状況に応じて，「合理的配慮」を提供する．」  

この基礎的環境整備について，中教審報告では，８項目に分けて現状と課題が整理された．

合理的配慮については，個別の状況に応じて提供されるものであり，これらを具体的かつ

網羅的に記述することは困難であるが，提供するに当たっての観点として，教育内容・方
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法，支援体制，施設・設備について類型化され，以下の合計 11 項目の観点例が示された．

また，それらについては視覚障害他，合計 10 の障害種ごとに例示がなされた．  

 

①学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮  

②学習内容の変更・調整  

③情報・コミュニケーション及び教材の配慮  

④学習機会や体験の確保  

⑤心理面・健康面の配慮  

⑥専門性のある指導体制の整備  

⑦幼児児童生徒，教職員，保護者，地域の理解啓発を図るための配慮  

⑧災害時等の支援体制の整備  

⑨校内環境のバリアフリー化  

⑩発達，障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮  

⑪災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮  

 

筆者らは，これまで，文部科学省の事業を踏まえた合理的配慮事例が掲載された，国立

特別支援教育総合研究所によるインクルーシブ教育システム構築支援データベース（イン

クル DB）の実践事例を用いて，WHO（世界保健機関）の ICF-CY（ International Classification 

of Functioning, Disabilities and Health Children and Youth version, 国際生活機能分類児童版）

の分類カテゴリーとの適合性を検討し，合理的配慮の ICF-CY の分類カテゴリーのセット

（コアセット）について検討を進めてきた．  

障害種や学年，合理的配慮の観点により実践例を検索できるようになっているインクル

DB を用いて，まず，ICF-CY が健康に関する構成要素の分類であることを踏まえ，自立活

動の時間において身体面の健康維持とともにメンタル面の健康維持の学習が重要とされて

いる病弱・身体虚弱のある児童の心理・健康面の配慮に焦点をあて，合理的配慮を検討す

る上で参考となる可能性のあるコアセットの作成を試みた．その結果，その結果，「健康の

維持」，「易疲労性」等の健康に関するものや「精神的安定性」，「気質と人格の機能」等の

心理に関するもの等によって構成されるコアセットが生成された（堺他，2018）．次に，疾

患別の検討として，インクル DB の脳性まひの実践事例を用いて，心理面・健康面に関す

る合理的配慮の記述内容と ICF-CY カテゴリーとの適合性を検討し，脳性まひの児童のた

めの学校教育における心理面・健康面の合理的配慮 ICF-CY コアセットの作成を試みた．

その結果，「体温調節機能」「食事や体調の管理」等の健康に関するものや「親近性」や「確

信」等の心理に関するもの等によって構成されるコアセットが生成された（堺他，2019）． 

中教審報告において，心理面・健康面の配慮は「適切な人間関係を構築するため，集団

におけるコミュニケーションについて配慮するとともに，他の幼児児童生徒が障害につい

て理解を深めることができるようにする．学習に見通しが持てるようにしたり，周囲の状

況を判断できるようにしたりして心理的不安を取り除く．また，健康状態により，学習内

容・方法を柔軟に調整し，障害に起因した不安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める．

学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや，それを確認できるように

することで，心理的不安を取り除くとともに，周囲の状況を判断できるようにする．」と定
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義されている．同報告において，心理面・健康面の配慮に関する障害種別の例示では，例

えば病弱において「入院や手術，病気の進行への不安等を理解し，心理状態に応じて弾力

的に指導を行う．（治療過程での学習可能な時期を把握し健康状態に応じた指導，アレルギ

ーの原因となる物質の除去や病状に応じた適切な運動等について医療機関と連携した指導 

等）」のように，その多くが，健康及び心理双方に関する内容が含むように記述されている

が，脳性まひを最多の起因疾患とする肢体不自由（国立特別支援教育総合研究所，2015a）

においては，「下肢の不自由による転倒のしやすさ，車いす使用に伴う健康上の問題等を踏

まえた支援を行う．（体育の時間における膝や肘のサポーターの使用，長距離の移動時の介

助者の確保，車いす使用時に必要な１日数回の姿勢の変換及びそのためのスペースの確保

等）」と述べられ，健康面への言及があるものの，心理面についての言及は読みとれない．

したがって，学校現場において，肢体不自由のある幼児児童生徒の心理面・健康面の配慮

を考える際の参考資料としては，十分とはいえないと考えられる．  

そこで，本研究においては，インクル DB に掲載された肢体不自由のある幼児児童生徒

の実践事例の中で，心理面に関する合理的配慮の内容として，実際にどのような内容が提

供されているのか，検討することを目的とした．  

 

Ⅱ．方法 

１．対象 

 

 インクル DB の実践事例Ⅰ（平成 26 年 7 月～平成 30 年 8 月）に掲載された実践事例デ

ータ計 376 件のうち，「対象児童生徒等の障害種」として「肢体不自由」に該当する事例

53 件を対象とした＜アクセス日 2019-9-25～2019-9-27＞．また，それらの実践事例にお

いて，「学校における合理的配慮の観点」11 項目のうち「心理面・健康面の配慮」として

記述された内容を対象とした． 

 

２．分析対象の抽出と概念化の方法 

 

「心理面・健康面の配慮」として記述された内容のうち，当該幼児児童生徒の内面に

かかわると判断された内容を「心理面に関する配慮」として定義づけし，抽出した．抽出

された記述内容について，内容のまとまりごとにカテゴリー化し，概念を生成した． 

なお，これらの一連の作業にあたっては，特別支援学校（肢体不自由）に教員として

勤務経験がある 2 名の大学教員の合議によって行い，妥当性を確保するようにした． 

 

Ⅲ．結果 

 

１．分析対象の概要 

 

対象とした事例 53 件中，10 件については心理面に関する配慮についての記述が抽出さ

れず，残りの 43 件が最終的な分析対象となった． 

それらの学校段階別の構成は，幼児 1 件，小学生 32 件，中学生 16 件，高校生４件であ
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った．当該幼児児童生徒の在籍学校等の構成は，幼稚園 1 件，小学校 24 件（内，通常の学

級のみ 2 件，通常の学級及び通級による指導 1 件，特別支援学級 21 件），中学校 11 件（内，

通常の学級のみ 1 件，特別支援学級 10 件，高等学校 1 件，特別支援学校 16 件（内，小学

部 8 件，中学部 5 件，高等部 3 件）であった．当該幼児児童生徒の障害種としては，肢体

不自由のみが 21 件，肢体不自由を含む複数の障害が 32 件であった． 

 

２．生成された概念 

 

実践事例 43 件の記述内容を分析した結果，「不安の軽減に関すること」，「心理的緊張の

緩和に関すること」，「自信や自己肯定感の醸成に関すること」，「休憩の機会の確保に関す

ること」，「友人関係構築支援や所属感等の醸成に関すること」という五つの概念が生成さ

れた．それぞれの詳細は以下の通りである． 

 

（１）不安の軽減に関すること 

 43 事例中 9 件において，不安の軽減に関する記述が見られた．軽減させるための配慮内

容としては，見通しを持たせる，励まし，事前の説明等があった．具体的には以下のよう

な記述が見られた．  

 

「初めてのことや苦手なことに対して不安を口にしたり表情が硬くなったりするので，見

通しをもてるような支援を行うことに併せて，励ましや対応の仕方などについて指導を

行っている．」  

「急な環境の変化に不安を感じることから，環境の変化を徐々に理解できるように働きか

ける取組も行った．例えば，行事や日課の変更等について，前もって説明するだけでは

なく，変更によって生じる今後の動きを想起させたり，状況に応じて必要と思われるこ

とを教員が解説したりすることで納得させ，不安を軽減させた．」  

 

それらの学校段階別の構成は，小学生５件，中学生３件，高校生１件であった．当該児

童生徒の在籍学校等の構成は，小学校特別支援学級４件，中学校 2 件（内，通常の学級の

み１件，特別支援学級１件），高等学校 1 件，特別支援学校 2 件（内，小学部１件，中学部

１件）であった．当該児童生徒の障害種としては，肢体不自由のみが５件，肢体不自由を

含む複数の障害が４件であった． 

 

（２）心理的緊張の緩和に関すること 

 43 事例中５件において，心理的緊張の緩和に関する記述が見られた．緊張を緩和させる

ための配慮内容としては，以前から知っている生徒と関わらせる，関わる機会を増やす等

があった．具体的には以下のような記述が見られた． 

 

「Ａ生徒にとってＤ中学校での居住地校交流は，初めての経験であり大変緊張していたの

で，小学校時代に居住地校交流で関わったことのある生徒を募って，Ａ生徒の近くの席

に配置し，身の回りのことなどを依頼しやすい環境を整えた．」 
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「Ａ児は，慣れない場所や環境では，緊張して普段できていることができなくなることか

ら，緊張をほぐしいつもの力を発揮できるよう，Ｃ小学校の児童との関わりを多く取る

ことを心掛けた．」 

 

それらの学校段階別の構成は，小学生３件，中学生２件であった．当該児童生徒の在籍

学校等の構成は，中学校１件（特別支援学級），特別支援学校４件（内，小学部１件，中学

部３件）であった．当該児童生徒の障害種としては，肢体不自由のみが４件，肢体不自由

を含む複数の障害が１件であった． 

 

（３）自信や自己肯定感の醸成に関すること 

 43 事例中５件において，自信や自己肯定感の醸成に関する記述が見られた．自信を持た

せたり，自己肯定感を育んだりするための配慮内容としては，成功経験を増やすことや，

他の子どもと同じ学習活動に参加させること等があった．具体的には以下のような記述が

見られた．  

 

「未経験のことに不安を感じることもあるため，それを軽減するようなスモールステップ

の学習を設定するなどして，成功体験を増やすようにしている．技術・家庭の学習では

ハンダづけに挑戦し，ラジオの組立てができたことは自信につながったようである．」  

「学部の集いなどでの司会進行や活動での振り付けのお手本の役割をもたせ，Ａ児の自信

や成功体験につなげている．」  

 

それらの学校段階別の構成は，小学生３件，中学生２件であった．当該児童生徒の在籍

学校等の構成は，小学校通常の学級２件，中学校特別支援学級１件，特別支援学校 2 件（内，

小学部１件，中学部１件）であった．当該児童生徒の障害種としては，肢体不自由のみが

１件，肢体不自由を含む複数の障害が４件であった． 

 

（４）休憩の機会の確保に関すること 

 43 事例中５件において，休憩の機会の確保に関する記述が見られた．そのための配慮内

容としては，適宜休憩の時間を設定したり，休憩のための部屋を設けたりすること等があ

った．具体的には以下のような記述が見られた．  

 

「姿勢保持の持続が困難で，専用の机と椅子を活用しても，45 分の間，学習へ集中するこ

とは体力面や心理面から困難である．そのため，特別支援学級での学習では，その日の

Ａ児の状態から担任が判断して，適宜休憩の時間を取りながら学習させている．」  

「身体的，心理的疲労を安心して癒す場所として，保健室や和室を専用の休憩室として自

由に使用できるよう位置付けた．」  

 

それらの学校段階別の構成は，小学生３件，中学生２件であった．当該児童生徒の在籍

学校等の構成は，小学校特別支援学級３件，中学校特別支援学級２件であった．当該児童

生徒の障害種としては，肢体不自由のみはなく，５件とも肢体不自由を含む複数の障害で
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あった．  

 

（５）友人関係構築支援や所属感等の醸成に関すること 

 43 事例中７件において，友人関係構築支援や所属感等の醸成に関する記述が見られ

た．そのための配慮内容としては，気さくな子どもが多いグループの中に入れたり，他の

子どもと行事に取り組ませたりすること等があった．具体的には以下のような記述が見ら

れた． 

 

「縦割り活動の際のグループや教室の机の位置を，あらかじめ気さくな児童が多いグルー

プの中に入れてもらうよう配慮した．」 

「Ｃ小学校の児童と一体感を味わえるように，『ソーラン節』を踊る際には，Ｃ小学校の

児童と同じ衣装をＡ児も着用した．」 

 

 それらの学校段階別の構成は，小学生３件，中学生２件であった．当該児童生徒の在籍

学校等の構成は，小学校通常の学級２件，中学校特別支援学級１件，特別支援学校 2 件

（内，小学部１件，中学部１件）であった．当該児童生徒の障害種としては，肢体不自由

のみが１件，肢体不自由を含む複数の障害が４件であった． 

 

Ⅳ 考察 

 

１．肢体不自由がある中での育ちに関連した合理的配慮  

 

肢体不自由のある幼児児童生徒は，経験の乏しさが指摘されている（文部科学省，

2017a）．また，肢体不自由を含む障害のある幼児児童生徒は，経験が少ないことや課題に

取り組んでもできなかった経験などから，自己に肯定的な感情をもつことができない状態

に陥っている場合があり，その結果，活動が消極的になったり，活動から逃避したりする

ことがあるので，早期から成就感を味わうことができるような活動を設定や，自己を肯定

的に捉えられるような指導の重要性が指摘されている（文部科学省，2017b）． 

今回生成された，心理面の配慮に関する概念５つのうち「不安の軽減に関すること」，

「心理的緊張の緩和に関すること」，「自信や自己肯定感の醸成に関すること」の三つにつ

いては，肢体不自由のある幼児児童生徒が有する肢体が不自由であることそのものが直結

する課題への配慮ではなく，肢体不自由がある中での育ちの中で生じた課題ではないかと

考えられる．したがって，肢体不自由のある幼児児童生徒への合理的配慮を考える際は，

それまでの育ちの中でどのような経験をしてきたのか，本人がどのような思いをしている

のかを十分踏まえて検討する必要があると考えられる．   

 

２．肢体不自由を含めた重複障害があることに関連した合理的配慮 

 

 特別支援学校（肢体不自由）は，特別支援学校の中でも重複障害学級在籍率が最も高い

（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課，2018）ことから，在籍する幼児児童生徒へ
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の合理的配慮を検討する際には，肢体不自由のみならず，併せ有する他の障害の特性も含

めて検討する必要があると考えられる．幼稚園・小学校・中学校・高等学校においては，

重複障害学級という枠組みはないが，例えば，小・中学校肢体不自由特別支援学級在籍児

童生徒の起因疾患は，肢体不自由以外の障害を併せ有することが多い脳性まひ（君塚，

2014）が最も多い（国立特別支援教育総合研究所，2016）であること等を踏まえると，幼

稚園・小学校・中学校・高等学校に在籍する肢体不自由児においても，併せ有する他の障

害の特性も含めて検討する必要があると考えられる． 

今回生成された「休憩の機会の確保に関すること」のもととなった 5 事例（小学校在

籍２件，中学校在籍２件，特別支援学校在籍１件）については，いずれも肢体不自由に加

えて病弱・身体虚弱他の障害を併せて有しており，肢体の不自由さのみならず，体力面や

持病に関連した実態が指摘されていた．したがって，肢体不自由のある幼児児童生徒への

合理的配慮を考える際は，肢体不自由以外の障害があることが多いことも踏まえて検討す

る必要があると考えられる．  

 

３．交流及び共同学習という文脈を踏まえた合理的配慮 

 

インクルーシブ教育システムにおいては，多様な学びの場の整備の必要性が指摘され

ており，在籍する学級又は学校以外での学びをする仕組みとしての「交流及び共同学習」

は，特別支援学校教育要領・学習指導要領のみならず，幼稚園教育要領や小学校・中学

校・高等学校学習指導要領においても，その推進の必要性が述べられている（文部科学

省，2017c; 2017d; 2017e; 2017f;2019）．また，中教審報告においては，基礎的環境整備８

項目の一つとして位置付けられている．  

一方，肢体不自由児の自立活動における「心理的な安定」の内容に関する指導内容と

して，国立特別支援教育総合研究所（2015b）は，七つの例を挙げている．そのうち，一

つのみが，障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習の場面も想定される「場所や場

面が変化することにより，心理的に圧迫を受けて適切な行動ができなくなる場合は，教師

と一緒に活動しながら徐々に慣れるよう指導する」というものであるが，その他の六つに

ついては，「障害があることや過去の失敗経験などにより，二次的に生じる自信欠如や情

緒が不安定になる場合には，自分のよさに気付くようにしたり自信がもてるように励まし

たりして，活動への意欲を促す」等，交流及び共同学習の文脈が特定できない内容であっ

た．  

今回生成された概念「友人関係構築支援や所属感等の醸成に関すること」のもととな

った実践事例 7 事例のうち 5 事例は，少なくとも心理面に関しては交流及び共同学習の文

脈で記述されたものであった．また，今回分析対象とした全 43 事例の約半数に当たる 20

事例が，交流及び共同学習の文脈での記述であった．したがって，肢体不自由のある幼児

児童生徒への合理的配慮を考えていく際には，インクルーシブ教育システムにおける交流

及び共同学習での文脈も踏まえて検討する必要があるのではないかと考えられる．  
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４．研究の限界性と今後の課題 

 

 今回，インクル DB に掲載された肢体不自由のある幼児児童生徒の実践事例の中で，心

理面に関する合理的配慮の内容として，実際にどのような内容が提供されているのかにつ

いて検討することを通して，五つの概念を生成することができた．一方で，次のような研

究の限界性と今後に向けた課題を４点指摘しておきたい．  

 第一に，事例数についてである．今回は合計 43 事例を通して検討したが，合理的配慮

は個別的且つ具体的に検討して提供されることを踏まえると，より多くの数の事例の検討

を進める必要がある．第二に，肢体不自由の起因疾患による違いについてである．同じ肢

体不自由児であっても，疾患による特性の違いがあるため，そのことも踏まえた検討が必

要と考えられたが，今回の実践事例では，疾患名が明記されているものもあればないもの

もあったため，検討ができなかった．第三に，他の障害種との比較検討の必要性である．

肢体不自由のある幼児児童生徒固有の特徴を明らかにするためには，他の障害種との比較

も必要であると考えられた．第四に，合理的配慮の内容が決定・提供されるまでのプロセ

スについてである．合理的配慮は，本人・保護者の申し出を受けて，関係者間の合意形成

プロセスを経て提供されるものであるが．今回は決定を経て提供された内容そのものに焦

点を当てて検討したが，今後はそのプロセスについても検討する必要がある．  
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要旨 

 

本研究では，肢体不自由のある幼児児童生徒への心理面に関する合理的配慮について

検討するため，国立特別支援教育総合研究所によるインクルーシブ教育システム構築支援

データベースに掲載された肢体不自由のある幼児児童生徒の実践事例の中で，心理面に関

する合理的配慮の内容として，実際にどのような内容が提供されているのか，検討した．

中央教育審議会初等中等教育分科会の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育の推進（報告）」に示された学校における合理的配慮の観

点 11 項目のうち「心理面・健康面の配慮」として記述された内容のうち，肢体不自由児

の心理面について記載のあった 43 事例の記述内容について，内容のまとまりごとにカテ

ゴリー化を行った．その結果，「不安の軽減に関すること」，「心理的緊張の緩和に関する

こと」，「自信や自己肯定感の醸成に関すること」，「休憩の機会の確保に関すること」「友

人関係構築支援や所属感等の醸成に関すること」の五つの概念が生成された．これらは，

肢体不自由がある中での育ちに関連した合理的配慮，肢体不自由を含めた重複障害がある

ことに関連した合理的配慮，交流及び共同学習という文脈を踏まえた合理的配慮であると

考えられた． 
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Abstract 

 

 This study aimed to exam reasonable accommodation related to psychological dimension for 

students with physical disabilities. We examined what kind of contents were actually provided in 

the practical case reports of students with physical disabilities published in the Inclusive 

Education System Construction Support Database by the National Institute for Special Needs 

Education. Among 11 viewpoints of reasonable accommodation indicated in the report of the 

Elementary and Secondary Education Subcommittee of the Central Education Council, we 
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focused on description of students with physical disabilities described as “psychological and 

health considerations”. We extracted psychological descriptions from them and categorized the 

contents into groups. As a result, concepts such as “reducing anxiety”, “relaxing psychological 

tension”, “fostering confidence and self-affirmation”, “securing opportunities for breaks”, 

“fostering friendship building support and feeling of belonging” were generated. It was discussed 

that these were reasonable accommodation related to growth in the presence of physical 

disabilities, reasonable accommodation related to the presence of multiple disabilities including 

physical disabilities, and reasonable accommodation in the context of exchanges and joint 

learning of children with disabilities and those non-disabled.  

 

Key words 

 

Students with physical disabilities，Psychological dimension，Reasonable accommodation， 

Exchanges and joint learning  

 


